
事務連絡 

令和元年 10 月 24 日 

 

地域薬剤師会長 様 

同 薬局部会長 様 

 

長野県薬剤師会 

事務局・保険医療課 

 

 

災害救助法適用地域における「保険処方箋」と「災害処方箋」の 

相違点について（情報提供・更新） 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、「保険処方箋」と「災害処方箋」の相違点については、10月18日付事

務連絡にてお知らせしたところですが、別添のとおり更新した旨、日本薬剤師

会より通知がありましたのでお知らせいたします。 

 なお、現在のところ、本県では「災害処方箋(災害救助法)」の発行はありませ

んので申し添えます。 

 本通知につきましては、本会ホームページ(トップページ>台風 19号災害情報)

に掲載予定です。 
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